
高砂市脱炭素化技術等導入支援事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の事業者が、２０５０年のカーボンニュートラルの実現に向けて、

水素、アンモニア、バイオ燃料等（以下「水素等」という。）の利活用に向けた設備又は

産業用の高効率コージェネレーションシステムを新たに導入するに当たり、その要する

経費の一部に対して予算の範囲内で高砂市脱炭素化技術等導入支援事業費補助金（以下

「補助金」という。）を交付することにより、事業者の脱炭素化と持続的成長を図ること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 事業者 市内に事業所を有している民間事業者（国及び地方公共団体が出資する法

人を除く。）又は医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人、

社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人又は特別法の

規定に基づき設立された共同組合をいう。 

⑵ 水素等製造設備 水素等の製造を行うことができる設備（コージェネレーション設

備を除く。）をいう。 

⑶ 水素等貯蔵設備 水素等を貯蔵し、市内で活用するために必要な設備及び水素等を

貯蔵容器等に充填するための設備をいう。 

⑷ 水素等供給運搬設備 水素等製造設備又は水素等貯蔵設備から水素等を供給運搬し、

市内の事業所内で活用するために必要な設備をいう。 

⑸ 水素燃焼機器 水素等の全部又は一部を燃料として使用する業務・産業用ボイラー、

バーナー、発電機等の機器をいう。 

⑹ 高効率コージェネレーションシステム 天然ガスを主成分とする都市ガス又は水素

燃料（混焼）を使用する別表第１の要件を満たすコージェネレーション設備をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この要綱による補助金の交付を受けることができる事業者（以下「補助対象者」と

いう。）は、次に掲げる要件を全て満たす事業者（個人事業者を除く。）とする。 

 ⑴ 第８条第１項の規定による事前相談時において、市内に事業所を有していること。 

 ⑵ 市内で継続して事業を営み、かつ、将来にわたって引き続き市内において事業を継続

する意思を有するものであること。 

 ⑶ 市税その他の市の徴収金を滞納していないこと。 

 ⑷ 高砂市における暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年高砂市条例第５号）第



２条第１号に規定する暴力団又は同条第３号に規定する暴力団員密接関係者でないこ

と。 

 ⑸ この要綱に基づく補助金を受けていないこと。 

 ⑹ 事業者及び当該事業者の役員、当該事業者の業務を統括する者その他これらに準ず

る者が法令に違反し、これにより公訴を提起され、拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治

４０年法律第４５号)の規定による罰金刑を宣告され、又は行政処分を受けていないこ

と。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１又

は別表第２に掲げる設備を新たに導入する事業であって、別表第３の第４欄に掲げる要

件及び次に掲げる要件に該当するものとする。 

 ⑴ 補助対象者が事業を営む市内の事業所で実施する事業であること。 

 ⑵ 化石燃料使用量の削減効果を定量的に把握できる事業であること。 

 ⑶ 次のいずれにも該当しない事業であること。 

  ア 現に稼働していない設備の更新 

  イ 中古設備の導入 

  ウ リース契約又はＥＳＣＯ事業による設備の導入 

  エ 燃料転換を伴わない既存設備の更新 

⑷ 高砂市企業立地促進条例（平成１７年高砂市条例第２２号）に基づく高砂市企業立地

促進奨励金の対象となる償却資産に該当しないこと。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表第３の

第２欄に掲げる設備及び機器の購入に要する費用（次の各号のいずれの要件にも該当し、

かつ、別表第４に掲げる補助対象外経費に該当しないものに限る。）から、当該費用に係

る国、県等の補助金等の収入の額を控除した額とする。この場合において、消費税及び地

方消費税に相当する額は含めないものとする。 

 ⑴ 使用目的がこの事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること。 

 ⑵ 受理通知日（第８条第２項の規定による通知をした日をいう。以下同じ。）以後に発

生し、第７条に規定する補助対象事業の実施期間中に支払が完了した経費であること。 

 ⑶ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること。 

 ⑷ 化石燃料使用量の削減に寄与しない機器若しくは設備又は周辺機器（見える化機器、

フェンス・保安用品、法定必需品等）でないこと。 

 ⑸ 数年で定期的に更新する消耗品でないこと。 

 ⑹ 予備品又は予備機でないこと。 



 ⑺ 常時使用されない設備又は使用頻度の少ない設備でないこと。 

２ 前項に規定する費用を算定する場合において、当該費用に補助対象者の自社製品の調

達等に係る費用が含まれるときは、その原価（当該調達等に係る自社製品の製造原価等を

いう。以下同じ。）をもって算定するものとする。この場合において、原価を算出するこ

とが困難であるときは、補助対象者の自社製品の調達等に係る費用は、補助対象経費とな

る費用とすることができない。 

 

 （補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、別表第３の第３欄に掲げる額とする。この場合において、当該額に

１万円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 

２ 一の補助対象者が受けることができる補助金の額の総額は、１，０００万円を上限とす

る。 

 

（実施期間） 

第７条 補助対象事業の実施期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

るものとする。この場合において、事業の着手は、受理通知日から１年以内とする。 

 ⑴  受 理 通 知 日 の 属 す る 年 度 内 に 補 助 対 象 事 業 が 完 了 す る 場 

合 受理通知日から受理通知日の属する年度の３月１日まで 

 ⑵ 受理通知日の属する年度の次年度に補助対象事業が完了する場合 受理通知日から

受理通知日の属する年度の次年度の３月１日まで 

 

（事前申込み及び受理決定） 

第８条 補助対象者は、補助金の交付を受けるに当たっては、高砂市脱炭素化技術等導入支

援事業費補助金交付事前申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、別に定める日

までに、市長に申込みを行うものとする。この場合において、補助対象者は、あらかじめ

市長が別に定める期間中に補助対象事業の内容について、事前相談を経なければならな

いものとする。 

 ⑴ 収支予算書（様式第２号） 

 ⑵ 補助対象経費に係る見積書 

 ⑶ 事業内容の分かる資料（位置図、平面図、配置図、設備のカタログ等） 

 ⑷ 二酸化炭素排出量の削減効果の算出資料 

 ⑸ 補助対象者の法人登記の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（発行後３か

月以内のものに限る。） 

 ⑹ 助成対象事業の実施に係る同意書（別添様式１）（補助対象者以外に別の補助対象事

業を実施する事業所の所有者と密接な関係を有することとなる場合に限る。） 

 ⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 



２ 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、当該申込みが適

正なものであると認めるときは、当該申込みをした補助対象者に対して高砂市脱炭素化

技術等導入支援事業費補助金交付事前申込受理決定通知書（様式第３号）により通知する

ものとする。 

 

（中間報告） 

第９条 前条第２項の規定により受理決定を受けた補助対象者（以下「申込受理事業者」と

いう。）は、市長が必要と認めるときは、当該事業の実施状況について中間報告をしなけ

ればならない。 

 

（変更及び中止） 

第１０条 申込受理事業者は、次条に規定する補助金の交付申請をするまでの間に、第８条

第２項に規定する受理決定に係る内容の変更又は中止をしようとするときは、高砂市脱

炭素化技術等導入支援事業変更等承認申請書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があったときは、その内容を審査し、そ

の結果について、当該申請をした申込受理事業者に対して高砂市脱炭素化技術等導入支

援事業変更等承認通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 

（交付申請及び決定） 

第１１条 申込受理事業者は、補助対象事業を完了したときは、当該完了した日から起算し

て３０日を経過した日又は当該完了した日が３月１１日以後の場合においては当該年の

４月１０日のいずれか早い日までに、高砂市脱炭素化技術等導入支援事業費補助金交付

申請書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 収支決算書（様式第２号） 

 ⑵ 完成写真 

 ⑶ 契約書等の写し 

 ⑷ 領収書又は支払を証明する書類の写し 

 ⑸ 許認可を受けた場合は、検査済み証書等の写し 

 ⑹ 直近の市税その他の市の徴収金の滞納がないことが確認できる書類 

 ⑺ 事業内容の分かる資料（位置図、平面図、配置図等の完成図面と工事写真） 

 ⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適

当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした申込受理事業者に対して高砂

市脱炭素化技術等導入支援事業補助金交付決定通知書（様式第７号）により通知するもの

とする。 



 

（補助金の請求） 

第１２条 前条第２項の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を受

けた申込受理事業者（以下「補助事業者」という。）は、高砂市脱炭素化技術等導入支援

事業補助金請求書（様式第８号）により、市長に補助金の交付を請求するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金

を交付するものとする。 

 

（事業完了後の経過報告） 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業を完了した日の属する月の翌月から１年間の省エ

ネルギーの状況及び二酸化炭素排出量の削減効果の算出資料について、補助対象事業を

完了した日の属する月の翌月の初日から起算して１年２か月以内に、高砂市脱炭素化技

術等導入支援事業補助金経過報告書（様式第９号）により市長に報告するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 虚偽の申請その他の不正行為により交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。 

 ⑶ 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円

以上の機械、器具等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）で定める期間又は交付決定をした日から起算して５年のいずれか短

い期間を経過するまでに継続的な使用を休止し、若しくは廃止し、又は補助対象事業以

外の用途に供したとき。 

 ⑷ その他市長が不適当と認めるとき。 

２ 市長は、交付決定を取り消したときは、補助事業者に対して高砂市脱炭素化技術等導入

支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交

付されているときは、高砂市脱炭素化技術等導入支援事業補助金返還命令書（様式第１１

号）により、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。 

２ 前項に規定する返還金について、市長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る

金額に対して、その未納に係る日数に応じて年３パーセントの割合で計算した遅延利息



を徴するものとする。 

 

（交付制限） 

第１７条 同一の補助対象者がこの要綱に基づき補助金を受けることができる回数は、１

回限りとする。 

 

（Ｊ－クレジット制度への登録の制限） 

第１８条 補助対象者は、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果につい

て、高砂市にその権利が帰属する場合を除き、Ｊ－クレジット制度への登録を行ってはな

らない。 

 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年５月１日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （この要綱の失効に伴う経過措置） 

３ 第８条第２項の規定による通知を受けている補助対象者に係る補助金の交付について

は、この要綱の規定は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により効力を失った後も、

なおその効力を有する。 

 

  



別表第１（第２条、第４条関係） 

 補助対象となるコージェネレーション設備の要件 

①コージェネレ

ーション設備

の種類 

種類 具体的内容 

ガスエンジン式

コージェネレー

ション設備 

ガスエンジンを原動機とし、軸動力を発電機、圧縮機

等の駆動力として利用するとともに、エンジン冷却

水と排ガスから排熱を回収して熱源として利用する

もの 

ガスタービン式

コージェネレー

ション設備 

ガスタービンを原動機とし、軸動力を発電機、圧縮機

等の駆動力として利用するとともに、排ガスから排

熱を回収して熱源として利用するもの 

燃料電池コージ

ェネレーション

システム 

原動機の代わりに燃料電池を使用して電力及び温水

又は蒸気を発生させ利用するもの 

②補助対象とな

る基準値等 

低位発熱量基準において、次のいずれかを満たすこと。 

総合効率 発電効率 

８２パーセント以上 ４１パーセント以上 

③定格発電出力 ５キロワット以上 

④コージェネレ

ーション設備

で使用する燃

料 

次のいずれかであるものに限る。 

天然ガス 天然ガスを主原料とするもので、次のいずれかに該当

するもの。ただし、災害等の理由により燃料の供給が

途絶した場合は、この限りでない。 

・天然ガス 

・液化天然ガス 

水素（混焼） 水素と天然ガスを主原料とするものとし、混合割合

は、１００パーセント以外の任意の割合とする。 

  



別表第２（第４条関係） 

 補助対象となる設備（コージェネレーション設備を除く。）の要件 

 水素等の燃料の種別 

設備 水素 アンモニア バイオ燃料 

（木質チップ・ペレ
ット、薪を除く。） 

①水素等製造設

備 

市内の事業所の水素等燃焼機器でその全量を活用する水素等の製造を

行う設備 

②水素等貯蔵設

備 

市内の事業所の水素

等燃焼機器に活用す

る水素を貯蔵するた

めの貯蔵タンクほか、

次のいずれかに該当

する設備 

・水素カードル 

・水素吸蔵合金 

・水素を貯蔵容器等

に充填するための

設備 

市内の事業所の水素

等燃焼機器に活用す

るアンモニアを貯蔵

するための貯蔵タン

クほか、アンモニアを

貯蔵容器等に充填す

るための設備 

 

市内の事業所の水素

等燃焼機器に活用す

るバイオ燃料を貯蔵

するための貯蔵タン

クほか、バイオ燃料を

貯蔵容器等に充填す

るための設備 

※建物等の建設費は

対象外 

③水素等供給運

搬設備 

製造し、又は貯蔵した水素等を市内の事業所の燃焼設備等に供給運搬

するために必要な設備（水素等を活用する事業所内に設置したものに

限る。） 

④水素等燃焼機

器 

燃料の全部又は一部に水素等を使用する業務・産業用ボイラーやバー

ナー、発電機等 

※燃料電池は、純水素型燃料電池（水素のみを燃料とする定置式燃料

電池であって、発電した電力及び発電に伴い発生した熱を供給する

ものをいう。）に限る。 

 

  



別表第３（第４条―第６条関係） 

１ 補助対象設備 ２ 補助対象経費 ３ 補助額 ４ 補助対象要件 

①水素等製造設

備 

事業の遂行に必要な

機械装置、備品、機

械装置に付随する部

品等（以下「機械装

置等」という。）の購

入に要する経費（機

械装置等と一体とし

て同一事業者が製作

するソフトウェア、

システム等に係る経

費を含む。） 

※耐用年数１年以上

かつ取得価格が１

０万円（消費税及

び地方消費税に相

当する額を除く。）

以上のものに限

る。 

※汎用性があり、目

的外使用になり得

るもの（パソコン、

車両等）であって

も、補助事業に真

に必要なものであ

り、相当の理由が

あると認められる

ものについては補

助対象とすること

ができる。 

補助対象経費から当該費

用に係る国、県等の補助

金等の収入の額を控除し

た額（消費税及び地方消

費税に相当する額を除

く。）の２分の１以内（上

限１，０００万円） 

製造した水素等の全

量を市内の事業所の

水素等燃焼機器で消

費すること。 

②水素等貯蔵設

備 

貯蔵した水素等の全

量を市内の事業所の

水素等燃焼機器で消

費すること。 

※①を設置する事業

と重複する設備は、

補助対象としない。 

③水素等供給運

搬設備 

供給運搬した水素等

の全量を市内の事業

所の水素等燃焼機器

で消費すること。 

※①又は②を設置す

る事業と重複する設

備は、補助対象とし

ない。 

④水素等燃焼機

器（専焼） 

 

⑤水素等燃焼機

器（混焼） 

補助対象経費から当該費

用に係る国、県等の補助

金等の収入の額を控除し

た額（消費税及び地方消

費税に相当する額を除

く。）の３分の１以内（上

限１，０００万円） 

 

⑥コージェネレ

ーション設備 

設備の本体価格 補助対象経費から当該費

用に係る国、県等の補助

金等の収入の額を控除し

た額（消費税及び地方消

費税に相当する額を除

く。）の５分の１以内（上

限５００万円） 

発生した電力及び熱

エネルギーの全量を

自家消費すること。 



別表第４（第５条関係） 

補助対象外経費 

１ 補助金の受理通知日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものに係る経費 

２ 製造プロセスの転換を伴わない場合においても必要な設備更新（通常の設備更新）に

係る経費 

３ 補助事業者以外が発注したもの（他者が発注したものの所有権を補助事業者に移転

した場合を含む。）に係る経費 

４ 既存建物又は設備機械装置の撤去費 

５ 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

６ 車両（事業所や作業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの又は税法

上の車両若しくは運搬具に該当しないものを除く。）の購入費、修理費又は車検費用 

７ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（コンピュータ、プリンタ等）の購入費 

８ 当該事業の実施場所以外でも使用可能な設備・器具・備品類（据付け又は固定等をし

て利用しないものに限る。）に係る経費 

９ 当該事業の用に供するものとそれ以外のものとが区分し難い経費であり、当該事業

の用に供していることや按
あん

分の考え方についての説明及びその根拠の提出が不十分

であると認められる経費 

10 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

 

 


